
レベル 自己点検・評価の指標 自己点検・評価の結果 自己点検・評価の理由

大学全体レベル
・教員養成の理念あるいは目標、並びにその達成のための計
画が策定されている。
・定期的な計画の見直しが実施されている。

指標を満たしている。 大学全体としての理念及び目標、並びに達成計画を策定し、大学ホームページにおいて公表している。今後、隔年で見直しを実施
する。

大学全体レベル
・授業科目の共通開設など、全学的な教育課程が適切に編成
されている。

指標を満たしている。

中学校及び高等学校教諭課程（家庭科、保健科、看護科）、並びに養護教諭及び栄養教諭の各課程において、教育の基礎的理解に
関する科目等をはじめ、全学的に開講科目を点検し、積極的に共通開設の形で開講できるよう、教育課程を編成している。

大学全体レベル ・適切な専任教員数が配置されている。

指標を満たしている。 いずれの課程にも、適切な人数の専任教員を配置している。各課程の配置数は次の通り。（カッコ内は必置の専任教員数。）
○専修免許課程
　・大学が独自に設定する科目…家庭科9名（4名）、保健科10名（3名）、養護教諭10名（3名）、栄養教諭9名（3名）
○中・高一種免許課程
　・教科に関する専門的事項…家庭科7名（4名）、保健科4名（3名）、看護科5名（4名）
　・教育の基礎的理解に関する科目等及び各教科の指導法…3名（2名）
○養護教諭一種免許課程
　・養護に関する科目…7名（3名）　・教育の基礎的理解に関する科目等…3名（2名）
○栄養教諭一種免許課程
　・栄養に係る教育に関する科目…1名（0名）　・教育の基礎的理解に関する科目等…3名（2名）

大学全体レベル
・学校教育法施行規則及び教育職員免許法施行規則に定めら
れた事項が公表されている。
・学修成果に関する情報が公表されている。

指標を満たしている。
・学修成果についてはホームページで公表しているものと別途、直近2年の免許取得状況及び就職状況を並べ、次ページにまとめ
た。
・教育職員免許法施行規則第22条の6に定める事項について、学園ホームページにおいて公表している。

情報公表

令和4年度　女子栄養大学　教職課程 自己点検・評価結果

教育理念・学修目標

教育課程編成

教員組織



常勤採用 常勤採用以外 ※1 常勤採用 常勤採用以外 ※1

中学校教諭専修
免許（家庭）

0 0

高等学校教諭専修
免許（家庭）

0 0

栄養教諭専修免許
※2

3 2
(うち現職1）

0 0 0 0

中学校教諭専修
免許（保健）

2 1

高等学校教諭専修
免許（保健）

2 1

養護教諭専修免許 2 2
(うち現職1）

0 1 1 0

実践栄養学科 栄養教諭一種免許
※2

9 2 1 9 2 1

中学校教諭一種
免許（家庭）

26 27

高等学校教諭一種
免許（家庭）

26 27

中学校教諭一種
免許（保健）

52 46

高等学校教諭一種
免許（保健）

52 46

高等学校教諭一種
免許（看護）

45 0 0 43 0 2

養護教諭一種免許 70 32 23 63 20 23

※１　育児休業、病休、産休教員の代替え教員、その他期限付きの教員として採用された者（臨時的任用、期限付き任用及び非常勤講師）。

※２　栄養教諭専修免許及び一種免許の「免許取得者数」は、本学が規定する必要単位を修得した者の数。

教職課程に係る学修成果について（各年度3月31日現在）
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